
環境法政策の現状と課題に関する検討環境法政策の現状と課題に関する検討

２ ０ ２ ４ 年 ７ 月

日本エネルギー法研究所 

ＪＥＬＩ Ｒ №158

─ 2021～2022年度 環境法制・事例検討班 研究報告書 ── 2021～2022年度 環境法制・事例検討班 研究報告書 ─



 

 

 

は し が き 
 

近年，環境問題は多様化，国際化し，国内外のエネルギー政策は柔軟かつ積極的な対応を

迫られている。国際的な動向として，2016年11月に発効したパリ協定に基づき各国は脱炭素

社会を目指した長期目標を提出しており，EUでは，2020年6月に事業分類「タクソノミー」が

欧州議会で採択された。また，アメリカが2021年2月にパリ協定へ正式復帰し，気候変動対策

に前向きな姿勢を示しているなど，気候変動に関するエネルギー情勢は大きな変革の時期と

いえる。 

このような背景を踏まえつつ，本検討班では，2021年4月から2023年4月にかけて計14回の

研究会を開催し，国内外の環境法政策について多角的な調査・研究を行ってきた。本報告書

は，これらの研究会における報告を基礎として，各担当者が分担執筆した論考を取りまとめ

たものである。 

まず，第1章では，EUが採用した炭素国境調整メカニズム(CBAM)の基本的スキームとそれ

を基礎としたCBAM規則について概説し，その立法過程を通して最大の懸案事項となった

WTO規則との適合性について分析および評価を行った。 

第2章では，静岡県伊東市におけるメガソーラーの建設計画をめぐる事案について，再エネ

特措法施行規則における事業計画認定要件としての「関係法令（条例を含む。）」と伊東市の

条例との関係について検討を行った。 

第3章では，アメリカのバイデン政権における気候変動対策に大きな影響を及ぼした連邦議

会下院気候特別委員会のレポートを概観し，気候変動適応に対する既存法の対応状況を示し，

気候変動適応の規範性について検討を行った。 

第4章では，ドイツにおいて洋上風力の導入拡大の切り札となる洋上風力促進法の制定経緯，

概要，同法において採用されたセントラル方式の手続の要点を確認し，その機能構造の検討

を行い，ドイツ法の動向から見た日本法への示唆について検討を行った。 

第5章では，福島第一原子力発電所において発生するALPS処理水の海洋放出に関して，ロ

ンドン議定書上の法的位置付けを示したIMOの「法的助言」の検討を行い，ALPS処理水の海

洋放出の合法性について考察を行った。 

本報告書が今後の環境問題に関する実務および研究に寄与することができれば幸いである。 

 最後に，本検討班の活動および本報告書の作成にご協力いただいた関係各位に対して，改

めて厚く御礼を申し上げたい。 
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 ドイツでは，2022年のワードとして「時代の転換(Zeitenwende)」が選ばれた73。多角的な含

意を有するが，エネルギー政策もまさに転換期にある。2021年末に発足した連立政権では，

2045年までにカーボンニュートラル達成を目標として，グリーン経済への移行を推進する。

同連立協定2021-2025「さらなる進化へ挑戦：自由・正義・持続可能性のための連立」(Mehr 

Fortschritt wagen: Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit)74では，気候変動防止関係

の政策について意欲的な方針を掲げている。例えば，2022年4月に新政権の下で作成された，

いわゆるイースターパッケージ(Osterpaket)75に基づき，同年7月に再生可能エネルギーの導入

加速にむけた7法律の制定・改正が実施されている。再生可能エネルギー法の改正，国土面積

の2%に陸上風力を設置することを目指す，陸上風力拡大促進法の制定などと合わせて76，洋

上風力促進法も改正されており，導入目標の引き上げ，新たな区域区分と入札制度が導入さ

れている77。新制度の成果は今後となるが，セントラル方式のもと洋上風力拡大を先導してき

たヨーロッパでは，再生可能エネルギーへのシフトを強めており，そうしたグローバル市場

と対峙して日本の洋上風力法制度をいかに再設計するかは問われることとなる。 
 
３．環境アセスメント制度の多段階連携と情報整備 

 三つとして，環境アセスメントとの多段階連携が挙げられる。ドイツ洋上風力促進法では，

上位計画の国土利用計画から促進区域で認定された事業計画まで環境アセスメントが多段階

で制度的に組み合わされている。とりわけ，海洋区域発展計画においては，洋上風力の促進

区域を可視化することにより，今後の事業による環境影響の予見可能性が高まり，累積的影

響も考慮することが可能となる。上位計画における戦略的環境アセスメントの導入は，上位

計画の環境影響評価を後続の計画や事業案に引き継ぐことができ，時系列的に一体的な環境

配慮が実施できる。これを実現するためには，一連の環境影響配慮において，洋上風力に特

化した統一的基準の採用も必須であり，ドイツの取り組みは日本法にとって示唆に富む。 

 日本の場合，再エネ海域利用法による事業に対して，環境影響評価法の特例は置かれてい

ない。そのため，事業者は公募選定された後に環境影響評価法による環境アセスメントの実

 
73  Vgl. Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS), "GfdS wählt »Zeitenwende« zum Wort des Jahres 2022", 
Pressemitteilungen, 9. Dezember 2022 (https://gfds.de/wort-des-jahres-2022/). 
74 Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90 
/ DIE GRÜNEN und den Freien Demokraten (FDP). 
75  イースターパッケージの概要につき，vgl. BMWK, Überblickspapier Osterpaket, vom 6. April 2022 
(https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/0406_ueberblickspapier_osterpaket.pdf?__blob=publ
icationFile&v=14). 
76 Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien: EEG 2023 vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726), Gesetz zur 
Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land vom 20 Juli 2022 (BGBl. I S. 1353). 
77 Gesetz zur Entwicklung und Förderung der Windenergie auf See (Windenergie-auf-See-Gesetz: WindSeeG) 
vom 8. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726). Vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Windenergie- auf-See-Gesetzes und anderer Vorschriften, BT-Drucksache 20/1634, 2. 
Mai 2022, S. 57ff (Begrünung). 
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施が必要となる。それを見越して，事業者が公募選定前に配慮書手続に着手している実態が

あり，同じ海域で複数の事業者が同時に環境影響評価手続を行う事例も見られるところで，

自然環境や地域社会への負荷，調査・手続の非効率性など問題が指摘されている78。 

 ドイツを含む他国の制度例を見ても，戦略的環境アセスメントのような早期に環境配慮を

組み込むことがセントラル方式の優位な点である。この点については，再エネ海域利用法は，

法制定時の議論からは，環境アセスメントとの制度的連携を検討できていなかった事情がう

かがえることから79，改めて議論が求められる。 

 他方で，海域については，環境情報が十分に把握できていない課題がある。ドイツを含む

他国でも共通であり，セントラル方式導入に当たり各国が試行錯誤しながら自然生態系の情

報収集を進めてきた経緯がある80。ドイツの洋上風力促進法では，国による予備調査が実施さ

れて，入札に先立ち環境を含む情報が広く公開される手続が取られており，こうしたDX標準

の体制整備が日本法にも求められる。日本でも，再エネ海域利用法の制定により，海洋環境

情報が必須となったが，欧州と比較して環境省のセンシティブマップは質量ともに不十分で

あると指摘されている81。この点は日本でも認識されており，2022年のJOGMEC法改正により，

洋上風力発電のための地質構造調査等をJOGMECが担うことになり82，政府に準ずる主体が調

査を実施する体制が導入されるに至った。環境情報の収集には時間と費用が必要であるが，

段階的に積み重ねながら，データベースを構築し，洋上風力の影響調査を標準化していくこ

とは，洋上風力発電の導入拡大と同時に持続可能な海域利用にも資する方策であると考える。 

  

 
78 参照，内閣府 再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース・前掲注(2)，星明「環
境影響評価制度の動向と課題―風力発電所を中心に―」立法と調査446号（2022年）42頁。 
79 参照，中央環境審議会環境影響評価小委員会（第6回）議事録〔担当課長発言〕（2019年4月25日）。ま
た，再エネ海域利用法案審議では，環境アセスメントについては，既存制度における迅速化を図る方針
にとどまっている。参照，星・前掲注(78)42頁。 
80 ドイツでは，洋上風発の適地選定のために，26 種の海鳥を対象に行動的特性や通年の洋上分布など
長期的かつ詳細な鳥類調査が行われてハザードマップが作成されたとされる。参照，風間健太郎「洋上
風力発電が海洋生態系におよぼす影響」保全生態学研究17号1号（2012年）116頁以下。 
81  風間健太郎・綿貫豊「洋上風力発電の海鳥への影響を軽減するためのセンシティビティマップ作成
手法とその課題」保全生態学研究28巻2号（2021年）11頁。 
82 JOGMEC法11条6号。同法改正に伴い，JOGMECの正式名称は「独立行政法人エネルギー・金属鉱物
資源機構」に変更されている。参照，経済産業省ニュースリリース「『安定的なエネルギー需給構造の
確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案』が閣議決定
されました」（2022年3月1日）， 
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220301002/20220301002.html （最終閲覧日：2024年4月8日）。 
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【附記】本稿は，2022年4月11日に日本エネルギー法研究所環境法制・事例検討班研究会にお

ける研究報告を元にしている。同報告後，環境法研究16号39-68頁（2023年）に公表の機会を

得た。その後，ドイツでは，洋上風力促進法を含む複数の法改正が行われており，最低限の

加筆を行った。2023年4月15日，計画より遅れて稼働中3基の原発が電源利用を停止して，脱

原発が完了した。 

 

【図表9：NACES海洋保護区（NACES: North Atlantic Current Evlanov Sea basin）】 

 
＜https://www.bmuv.de/pressemitteilung/nordostatlantik-staaten-schaffen-eines-der-groessten-meeresschutzgebiete-der-welt＞ 
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福島第一原子力発電所からのALPS処理水海洋放出 

―法的見解とIAEA包括報告書を中心として― 
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Ⅰ はじめに 

2011年3月11日に起こった東日本大震災の際の津波により，東京電力福島第一原子力発電所

（以下「福島第一原発」という）1・2・3号機において全電源喪失による炉心溶融（メルトダ

ウン）が発生する事故が生じた。そのため東京電力は，原子炉の温度上昇の抑制や核燃料デ

ブリの冷却のために淡水や海水を投入したが，放射性物質に触れた冷却水や建屋内等に溜ま

る放射性物質に触れた地下水や雨水などが建屋に滞留することとなった1。この汚染水をセシ

ウム吸着装置と多核種除去設備(ALPS)によりトリチウム以外の62種類の放射性物質を法令

に定められた基準を満たすレベルにまで浄化処理したものをALPS処理水と呼び，敷地内のタ

ンクで保管している2。しかし，汚染水は今なお発生し続けており，タンクによる貯蔵は限界

に達しつつあることから，政府は2021年4月13日に，ALPS処理水を海洋放出するという方針

を決定した3。 

この海洋放出に日本政府が言及し始めた2019年頃より，ロンドン条約および議定書の締約

国会合やそれに先立って開催されるロンドン議定書遵守グループ会合，また海洋放出という

方針が決定されて以降は国際原子力機関（以下「IAEA」という）の総会等において，韓国，

中国，グリーンピースインターナショナル等により安全性への懸念や抗議が示されてきた4。

また，韓国については，一時，国際海洋法裁判所への提訴も検討しているとの報道も見られ

た5。 

このような状況をうけて，国際海事機関（以下「IMO」という）に置かれているロンドン条

約・議定書の事務局は，海洋放出のロンドン議定書上の法的位置付けについて，2022年に「法

 
1 汚染水対策については，多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会「多核種除去設備等処理
水の取扱いに関する小委員会報告書」（2020年2月10日）（以下「報告書」という）10頁。 
2 ALPS処理水の安全性については，廃炉・汚染水・処理水対策福島評議会（第26回）資料3-2「ALPS処
理水の処分に伴う対策の進捗と今後の取組」（2022年2月2日）， 
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/decommissioning/committee/fukushimahyougikai/2022/26/shiryou_0
3_02_01.pdf（2024年5月30日最終閲覧，以下のURLについても同様。）を参照。 
3 海洋放出の決定は，専門家により組織された「トリチウム水タスクフォース」，「多核種除去設備等処
理水の取扱いに関する小委員会」（ALPS小委員会）が6年以上に渡り議論を重ね，「技術的に実施可能」
とした5つの処分方法を評価した上で，「タンク増設の余地は限定的」であり，「水蒸気放出か海洋放出
が現実的な選択肢」であると結論づけた。また，前例や実績があることから「海洋放出がより確実に実
施可能」であるとしている。この点についての政府見解については，ALPS処理水の処分に関する基本
方針の着実な実行に向けた関係閣僚会議（第1回）資料1「ALPS処理水に処分に関する基本方針の着実
な実行に向けて」（2021年4月16日）， 
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hairo_osensui/alps_shorisui/dai1/siryou1.pdfを参照。 
4  たとえば，ロンドン議定書の締約国会議に提出された韓国からの文書は以下のとおり。“Concerns 
regarding the decision on the discharge of radioactive wastewater from the Fukushima Daiichi Nuclear Power 
Plant into the sea, Submitted by the Republic of Korea”, LC 43/11/1. これに対する日本の見解は，“Comments 
on documents LC 43/11 and LC 43/11/1”, Submitted by Japan, LC 43/11/2. 
5 Reuters Webサイト「韓国大統領，処理水放出決定で国際海洋法裁判所への提訴検討を指示」（2021年
4月14日）https://www.reuters.com/article/idUSKBN2C10JE/。 
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的助言」を出すに至った6。そこで，本稿ではこの「法的助言」を検討し，改めてALPS処理水

の海洋放出の合法性について考察する。 

なお，2023年8月24日から18日間に渡り，福島第一原発から第1回目のALPS処理水の海洋放

出が行われたところ，放出開始後，中国は日本産水産品輸入を全面的に停止し，香港やマカ

オも，10都県産の水産品または生鮮食品等の輸入禁止措置をとった。また，ロンドン議定書

の会合やIAEAの総会でも引き続き，韓国，中国，グリーンピースインターナショナルより懸

念と抗議が示された。海洋放出はその後，同年10月5日から18日間，11月2日から18日間，2024

年2月28日から18日間，同年4月19日から18日間，同年5月17日から18日間と，2024年6月4日ま

でに6回行われている7。 

 

Ⅱ ALPS処理水の海洋放出のロンドン条約・議定書における法的位置付け 

１．ロンドン条約・議定書の内容 

 「法的助言」の内容に言及する前に，まずはロンドン条約と議定書の内容について概観し

ておく。 

 1972年に開催された国連人間環境会議（ストックホルム会議）において，海洋投棄規制の

ための包括的な枠組みを設立する努力が推奨されたことから，同年12月にIMOでロンドン条

約が採択された8。ロンドン条約は，内水を除くすべての海域を対象に（3条3項），船舶・航空

機・人工海洋構造物からの廃棄物の海洋投棄による海洋の汚染を防止することを目的とした，

陸上起因廃棄物を船舶等から海に投入し処分する海洋投棄の規制のための，初の国際条約で

ある。本条約は，附属書Ⅰに海洋投棄を禁止する品目を列挙し，それらの廃棄物等に該当し

ないものは一定の手続をとれば海洋投棄できるという，いわゆるブラックリスト方式をとっ

ている9。 

その後，1996年に，ロンドン条約の規制を強化することを目的として，ロンドン議定書10が

採択された。本議定書は，予防的取組み及び汚染者負担原則に基づき（3条1項，2項），投棄を

検討できる品目を列挙するというリバースリスト方式を採用している。すなわち，附属書Ⅰ

 
6 “Legal advice on the application of the London Protocol, Note by the Secretariat” (Hereinafter as “Legal advice”), 
LC 44/11, 29 July 2022. なお，日本は，事務局に「法的見解」を要請すること自体に反対していた。Ibid., 
para. 2. 
7  放出実績については，東京電力ホールディングス株式会社Webサイト「処理水ポータルサイトALPS
処理水海洋放出の状況 放出実績」， 
https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watertreatment/performance_of_discharges/を参照。 
8  正式名は，「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」。1972年採択，
1975年発効。締約国は87ヵ国（2024年1月現在）。 
9 附属書Ⅰに掲げる廃棄物及びその他の物については投棄を禁止（4条1項(a)），附属書Ⅱの廃棄物等に
ついては事前の特別許可（4条1項(b)），その他の廃棄物等については，事前の一般許可（4条1項(c)）
を必要とする。 
10  正式名は，「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年の議定
書」。1996年採択，2006年発効。締約国は54ヵ国（2024年1月現在）。 
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に掲げる廃棄物等11を除き，海洋投棄及び洋上焼却を原則禁止とし（4条1項，5条），附属書Ⅰ

に掲げる廃棄物の投棄を検討する際には，一般注意義務として，環境汚染物質の除去及び漁

ろう・航行の重大な障害防止が求められることになる。また，附属書Ⅰに掲げる廃棄物等の

投棄には附属書Ⅱに基づく許可を要し（4条2項），その許可の発給にあたっては，事業者が環

境影響等を予測・評価し，規制当局がその結果を審査する仕組みを設けることが求められる

（4条）。さらに，ロンドン条約上は適用除外とされていた内水においても，各国は議定書の

規定を適用するか，または他の効果的な措置を取るべきとされている（7条）。なお，高レベ

ルおよび低レベルの放射性廃棄物の投棄は1993年以降禁止されている。ただし，IAEAによっ

て定義され，かつ，締約国によって採択される「僅少(de minimis)」レベルの濃度の放射性廃

棄物投棄については，以後25年毎に再検討がなされることとなっている12。 

 

２．「法的助言」の内容 

そこで，本件に関して第一に検討すべきことは，ALPS処理水の海洋放出が，ロンドン条約・

議定書の規制範囲に含まれる問題であるかどうかである。ALPS処理水は，陸上施設からパイ

プラインを経由して海洋に放出されるが13，事務局の「法的助言」は，以下の2つの観点から

検討を行っている。すなわち，第一に，「投棄」の定義にパイプラインを経由した廃棄物の投

棄が含まれるか，第二に，パイプラインは投棄の定義における「人工海洋構築物」に該当す

るか，である。 

 

①「投棄」の定義14 

 まず，「投棄」とは何かであるが，ロンドン議定書では，「投棄」を，「廃棄物その他の物を

船舶，航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物から海洋へ故意に処分すること」

と定義している（1条4項）15。海洋放出の方法がパイプラインを経由したものであることから，

 
11 海洋投棄を検討することができる廃棄物その他の物は，以下のとおりである。1.しゅんせつ物 2.下
水汚泥 3.魚類残さ又は魚類の産業上の加工作業によって生じる物質 4.船舶及びプラットフォーム
その他の人工海洋構築物 5.不活性な無機性の地質学的物質 6.天然に由来する有機物質 7.海洋投棄
以外の処分が物理的に困難な地域（小島嶼国等）で発生する鉄，コンテナー等から構成される物質 8.
二酸化炭素隔離のための二酸化炭素を含んだガス。 
12  ロンドン条約・議定書を含む放射性廃棄物の処分問題については，拙稿「放射性廃棄物の処分を巡
る国際枠組み」日本エネルギー法研究所編『環境法政策の現状と課題に関する検討－2019～2020年度 
環境問題に係る法的論点検討班 研究報告書－(JELI-R-No.150)』（2022年）109-119頁。 
13 この「法的見解」が出された時点（2022年7月29日）では，ALPS処理水の海洋放出は行われていなか
ったが，パイプラインを経由して放出されることは予測されていた。その後の実際の放出はパイプラ
インを経由して行われている。 
14 “Legal advice”, paras. 5-8. 
15 1条4項は，以下のように規定する：「4.1 『投棄』とは，次のことをいう。4.1.1 廃棄物その他の物
を船舶，航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物から海洋へ故意に処分すること。4.1.2 
船舶，航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物を海洋へ故意に処分すること。4.1.3 廃棄
物その他の物を船舶，航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物から海底及びその下に貯
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船舶，航空機又はプラットフォームからの放出ではなく，したがって，当該放出が投棄にあ

たるのか否かの判断には，パイプラインが人工海洋
．．

構築物であるかどうかの検討が必要にな

る（傍点筆者）。 

 

②「海洋」の定義16 

 ロンドン議定書では，「海洋」は「『海洋』とは，国の内水を除くすべての海域並びにその海

底及びその下をいい，陸上からのみ利用することのできる海底の下の貯蔵所を含まない。」と

定義されている（1条7項）17。このことから，パイプラインが「海洋」に設置された設備であ

るかどうかが論点となる。 

 

③「人工海洋構築物」の定義18 

 ロンドン条約・議定書では，「その他の人工海洋構築物 (other man-made structures at sea)」

は定義されていない。また，その他の条約においてもこれを定義しているものはない。しか

し，1997年にロンドン条約の締約国会議で採択された「プラットフォームまたはその他の人

工海洋構築物の評価のための特定のガイドライン」（2019年に改訂）では，「その他の人工海

洋構築物」には「灯台，ブイ，海上輸送施設が含まれる可能性がある」とされており19，パイ

プラインは「その他の人工海洋構築物」には含まれていないと考えられる20。なお，ロンドン

議定書1条4項2.3が，「投棄に含まれない("Dumping" does not include)」ものとして，「単なる処

分の目的以外の目的で配置された物（例えば，ケーブル，パイプライン，海洋調査機器）」と

規定しており，パイプラインは当該条項の「投棄」に含まれない対象「物」として明示されて

いる。このことから，パイプラインは，規定上，十分認識された存在でおり，これが「その他

の人工海洋構築物」に明示的に規定されていないことは，その定義には含まれないことを補

強する証拠と考えられる。 

 
蔵すること。4.1.4 故意に処分することのみを目的としてプラットフォームその他の人工海洋構築物を
遺棄し，又はその場で倒壊させること。」。なお，ロンドン条約3条1項(a)，国連海洋法条約（以下
「UNCLOS」という）1条1項(5)でも，同様の定義がなされている。 
16 “Legal advice”, para. 9.  
17 1.7. "Sea" means all marine waters other than the internal waters of States, as well as the seabed and the subsoil 
thereof; it does not include sub-seabed repositories accessed only from land. 
18 “Legal advice”, paras. 10-14. 
19 Specific Guidelines for Assessment of Platforms or Other Man-made Structures at Sea (Hereinafter as Specific 
Guidelines), https://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_imo_platwag.pdf.  
20 Specific Guidelines, paras. 10-11. 2019年の改訂ガイドラインにも，「締約国が，国内法またはその他
の関連する国際義務に従って，ロンドン条約1条および2条，ロンドン議定書2条の目的を考慮しながら
廃棄または処分するための許可手続を必要とするその他の構築物をさす可能性がある」とあり，ここ
からもパイプラインが人工海洋構築物とはみなされないことが推論されよう。Revised Specific 
Guidelines for Assessment of Platforms or Other Man-made Structures at Sea, 1/1.10, LC 41/17/Add.1, annex 8, 
p.3, 
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Environment/Documents/2019%20Revised%20guidance%
20for%20platforms.pdf. 
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 そして，上記の「海洋」の定義を再度確認すると，「陸上からのみ利用することのできる海

底の下の貯蔵所」が「海洋」から除外されていることから類推すると，陸地に接続している

パイプラインも，そのパイプラインを介して排出される廃棄物も，「海洋に(into the sea)」存

在はするが，厳密には「海上(at sea)」に存在するものではないということになる。 

 

３．小括 

 上記のとおり，パイプラインは「人工海洋構築物」には当たらず，パイプラインを経由し

た陸上からの処分は「投棄」の定義に該当しない21。したがって，当該海洋放出は，ロンドン

条約・議定書の規制対象には含まれない。 

 

Ⅲ ALPS処理水の海洋放水にかかる日本の義務 

１．国際基準と東京電力による評価 

 ALPS処理水の海洋放出は，ロンドン条約・議定書の対象とはならないが，このことをもっ

て，日本がいかなる国際義務にも違反していないということに論理必然的になるわけではな

い。特に問題となるのは，国連海洋法条約（以下「UNCLOS」という）の194条22および207条
23は，締約国にパイプラインを含む陸にある発生源からの海洋環境の汚染の防止・軽減・規制

のための法令制定を義務付けており，日本もこれに従い，ALPS処理水が国際基準に則って放

出されているかどうかを示す必要がある。 

 放射線廃棄物の処分に関する国際基準は，IAEAが1974年以来，「原子力安全基準」(Nuclear 

Safety Standards: NUSS)を策定し国際統一基準を示してきた24。具体的な基準設定は各国の裁

 
21 UNCLOS上も同様のことが言える。 
22 【194条】海洋環境の汚染を防止し，軽減し及び規制するための措置 
1 いずれの国も，あらゆる発生源からの海洋環境の汚染を防止し，軽減し及び規制するため，利用す
ることができる実行可能な最善の手段を用い，かつ，自国の能力に応じ，単独で又は適当なときは共同
して，この条約に適合するすべての必要な措置をとるものとし，また，この点に関して政策を調和させ
るよう努力する。 
2 いずれの国も，自国の管轄又は管理の下における活動が他の国及びその環境に対し汚染による損害
を生じさせないように行われること並びに自国の管轄又は管理の下における事件又は活動から生ずる
汚染がこの条約に従って自国が主権的権利を行使する区域を越えて拡大しないことを確保するために
すべての必要な措置をとる。 
3 この部の規定によりとる措置は，海洋環境の汚染のすべての発生源を取り扱う。この措置には，特
に，次のことをできる限り最小にするための措置を含める。（以下，略） 
23 【207条】陸にある発生源からの汚染 
1 いずれの国も，国際的に合意される規則及び基準並びに勧告される方式及び手続を考慮して，陸に
ある発生源（河川，三角江，パイプライン及び排水口を含む。）からの海洋環境の汚染を防止し，軽減
し及び規制するため法令を制定する。（以下，略） 
24 IAEAは，1996年以後，安全基準シリーズの策定を進めており，出版されているものは，以下で入手可
能。https://www.iaea.org/publications/search/type/safety-standards-series.   
国際原子力法制の発展と機能分化については，森田章夫「原子力開発と環境保護－環境保護法として
の国際原子力法制の現状と課題－」国際法学会編『日本と国際法の100年 第6巻 環境と開発』（三省堂，
2001年）164-165頁。IAEAの原子力安全基準全般については，拙稿「国際原子力機関(IAEA)の安全基準
と原発事故－国際法上の観点から」論究ジュリスト19号（2016年）66-73頁；同・前掲注(12)109-119頁。 
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量に委ねられており，その実施も各国の自発性に依存しているのみならず，この基準自体に

は法的拘束力がないが，日本は，以下のとおり，国際機関の定めた基準やそれに基づいて制

定されている国内法に則ってALPS処理水を放出している25。 

 

２．IAEA包括報告書による評価 

放出するALPS処理水は，規制基準を厳格に遵守するのみならず，風評被害を最大限に抑制

するため，海水により100倍以上に希釈し，排出口でのトリチウム濃度を1,500ベクレル(Bq)/ℓ

未満とし，トリチウム以外の核種の告示濃度限度比総和も1未満になるまで二次処理が実施さ

れている。これは，規制基準の1/40，世界保健機構(WHO)飲料水基準の1/7の水準である26。

希釈後のALPS処理水は，放出水が希釈用の海水として再取水されにくくするため，発電所沖

合約1キロの海底より放出する。放出により異常が発生した場合には，速やかに緊急遮断弁を

閉じるとともに，ALPS処理水の移送ポンプを停止して放出も停止する仕組みになっている27。 

放出に先立ち，2022年にIAEAが処理水安全レビューおよび規制レビューを実施し，ALPS処

理水の安全性，規制プロセスの妥当性，処理水のサンプリング分析結果についての報告書を

公表した28。そして2023年には，これらのレビューを踏まえた最終的な包括報告書を公表した。

包括報告書の要点は以下のとおりである。 

①人と環境への放射線影響 

 IAEAは，ALPS処理水の海洋放出の人および環境に対する影響は，無視できる程度であると

 
25  特に放射性廃棄物については，平成25年4月12日原子力規制委員会告示第3号「東京電力株式会社福
島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要な事項を定める告示」
（最終改正：令和2年），平成27年8月31日原子力規制委員会告示第8号「核原料物質又は核燃料物質の製
錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（最終改正：令和2年）等によって規
制されている。 
26  なお，トリチウムは自然界にも広く存在し，飲料水などを通じて人間の体内にも取り込まれるが，
排泄されるため，特定の生物や臓器に濃縮されることはない。 
27  原子力規制庁による「東京電力福島第一原子力発電所における規制と実施計画の審査に係る参考資
料」は以下で入手可能。https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/502394.pdf. 
28  IAEAは，IAEA憲章3条A6に制定されている任務（「国際連合の権限のある機関及び関係専門機関と
協議し，かつ，適当な場合にはそれらと協力して，健康を保護し，並びに人命及び財産に対する危険を
最小にするための安全上の基準（労働条件のための基準を含む。）を設定し，又は採用すること，機関
みずからの活動並びに機関がみずから提供し，その要請により提供され，又はその管理下若しくは監
督下において提供された物質，役務，設備，施設及び情報を利用する活動に対して，前記の基準が適用
されるように措置を執ること並びに，いずれかの二国間若しくは多数国間の取極の当事国の要請を受
けたときは，その取極に基づく活動に対し，又はいずれかの国の要請を受けたときは，その国の原子力
の分野におけるいずれかの活動に対して，前記の基準が適用されるように措置を執ること。」）に基づ
いてタスクフォースを設置し，調査を行った。同タスクフォースはIAEAの幹部職員が議長を務め，ア
ルゼンチン，オーストラリア，カナダ，中国，フランス，マーシャル諸島，韓国，ロシア，英国，米国，
ベトナムからの専門分野において広範な経験を有する国際的に認められた独立した専門家と，IAEA事
務局の専門家によって構成された。IAEA Comprehensive Report on the Safety Review of the ALPS Treated 
Water at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (Hereinafter  
as IAEA Comprehensive Report), 2023, 
https://www.iaea.org/sites/default/files/iaea_comprehensive_alps_report.pdf. 
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結論付けている29。その根拠として，東京電力が実施した放射線環境影響評価が国際安全基準

に従って実施されていること30，東京電力が放出前に評価したALPS処理水中の放射性物質の

種類は，十分に保守的かつ現実的であること31，海洋拡散モデルに基づき，国際水域は海洋放

出の影響を受けないこと32，を挙げている。 

 

②放出制御の設備およびプロセスの健全性 

 ALPS処理水放出関連設備の設計と運用手順には的確に予防措置が講じられている。たとえ

ば，ALPS処理水の放出を制御するシステムとプロセスについては，緊急遮断弁や放射線検出

器などが重層的にシステムに組み込まれており，堅固であると結論付けている33。 

 

③規制による管理と認可 

 原子力規制委員会は，日本国内の独立した規制機関として，安全に関する適切な法的規制

枠組みを制定し，それを実施しているとした34。 

 

④分析および環境モニタリング 

 政府と東京電力によるモニタリングに関する活動は，国際安全基準に沿って行われている

とした35。また，IAEAと海外の第三者分析機関が行った分析結果によると36，東京電力は，

ALPS処理水の放出にあたり正確で精密なALPS処理水の分析を実施する能力を有しており，

ALPS処理水の放出中における福島第一原発での継続的な技術的ニーズを支えるための持続

可能で堅固な分析体制を構築していることを実証していることを認めた37。さらに，IAEAと

海外の第三者分析機関のいずれも，有意に存在する追加の放射性核種を検出していないとし

た38。 

 なお，モニタリングは，放出中および放出後にも継続的に行われており，その結果も随時

公表されている39。 

 
29 IAEA Comprehensive Report, p. V. 
30 IAEA Comprehensive Report, p. 83. 
31 IAEA Comprehensive Report, p. 58. 
32 IAEA Comprehensive Report, p. 80. 
33 IAEA Comprehensive Report, pp. 29, 53. 
34 IAEA Comprehensive Report, p. 42. 
35 IAEA Comprehensive Report, p. 94. 
36「ALPS 処理水及び海洋環境中の放射性核種分析における分析機関間比較 (Interlaboratory 
Comparison(ILC))」。2022 年 10 月に ALPS 処理水等貯蔵タンクから採取した ALPS 処理水に対して，
東京電力，IAEAの研究所および IAEAに選定された韓国の分析機関が実施した分析の結果比較を IAEA
が行ったものである。 
37 IAEA Comprehensive Report, p. 108.  
38 IAEA Comprehensive Report, p. 107. 
39 東京電力ホールディングス株式会社Webサイト「処理水ポータルサイトALPS処理水海洋放出の状況 
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Ⅳ 結びにかえて 

 福島第一原発からのALPS処理水の海洋放出は，国際基準に則って実施されており法的に問

題がないことは，ロンドン条約・議定書の解釈からも，また原子力管理の権威ある国際機関

であるIAEAによる報告書からも明らかになった。もとより，今後も我が国がモニタリングを

継続して，海洋環境の保護・保全を確保する一般的義務を負っていることは言うまでもない。 

 最後に，ロンドン条約・議定書の事務局が公表した「法的助言」の問題点に言及しておく。

ロンドン議定書の締約国会議では，条約と議定書が追求する目的と目標は，投棄の手段や海

への流入方法に関係なく，投棄による汚染から海洋環境を保護することであるとか，予防的

アプローチの重要性を強調し，海洋環境を保護するためにこの問題に取り組むことは締約国

の責務であるという主張もみられた。これについて事務局は，まずは，このような解釈が，

UNCLOSの207条（陸にある発生源からの汚染）および210条（投棄による汚染）の一般的解釈

に反するものであるとしている。しかしながら，ロンドン条約・議定書の締約国が，陸上か

らの海洋投棄を対象とする新たな制度を採択し，それによって他の制度が現在規制していな

い部分を埋めることを妨げるものは何もないとも述べ，さらには，条約の下で考慮されてい

ない問題や，起草時に起草者が想定していなかった問題を取り上げる機会として法律専門家

アドホックグループを招集する可能性もあることを示唆した40。 

国際法上の見地からすれば，明確な法的根拠なく条約の解釈を変更し対象範囲を拡大する

ことを認めることは，国際社会の法による支配への危機を招くことにもなりかねない。また，

条約ないしそれによって設置された機関は，条約上の権利義務を実現するための手段であり，

その規制および活動領域は特定されているため（「専門性」），このような「専門性」から逸脱

する活動は，「政治的」とみなされることにもなろう。また，条約実施機関の効率的な運営を

阻み，締約国に対して責任を果たし得ないものであって，厳に慎まれなければならないはず

である。 

 
  

 
②測定・確認用設備の状況」， 
https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watertreatment/measurementfacility/， 
同Webサイト「処理水ポータルサイトALPS処理水海洋放出の状況③希釈・放水設備の状況」，
https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watertreatment/dischargefacility/， 
同Webサイト「処理水ポータルサイトALPS処理水海洋放出の状況④海域モニタリングの結果」，
https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watertreatment/monitoring/ を参照。 
40 “Legal advice”, paras. 20-22. 
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